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Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
の

ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
の
日

本
国
憲
法
の
草
案
に

は
、「
19
条 

妊
婦
と
幼

児
を
持
つ
母
親
は
、既

婚
、未
婚
を
問
わ
ず
、

国
か
ら
保
護
を
受
け

る
」、「
24
条 

公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
、

児
童
は
医・
・療
・
歯・
・科
・
眼・
・科
の
治
療
を

無
料
で
受
け
ら
れ
る
、（
中
略
）両
性

は
法
的
に
も
社
会
的
に
も
平
等
で
あ

る
」な
ど
が
あ
っ
た
。

　

彼
女
は
、6
歳
か
ら
16
歳
ま
で
東

京
・
乃
木
坂
で
過
ご
し
、近
所
の
日
本

人
の
子
ど
も
と
遊
ぶ
中
で
、子
ど
も
の

保
健
状
態
を
知
り
、ま
た
静
岡
出
身
の

お
手
伝
い
よ
り
、日
本
の
女
性
の
地
位

の
話
を
聞
き
な
が
ら
育
っ
た
。

　

16
歳
か
ら
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の

ミ
ル
ズ
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
中
に
、日

米
が
戦
争
と
な
り
、父
母
の
消
息
が

わ
か
ら
な
い
た
め
、戦
後
の
日
本
に

帰
国
す
る
方
法
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政

局
の
職
を
得
た
。3
名
で
構
成
さ
れ

た
人
権
小
委
員
会
で
、社
会
保
障
と

女
性
の
権
利
が
担
当
で
あ
っ
た
。

　

6
カ
国
語
に
通
じ
た
た
め
、ド
イ

ツ
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、ソ
連
、米
国
の

憲
法
の
人
権
に
関
す
る
も
の
を
、英

語
、日
本
語
に
翻
訳
し
て
参
考
に
し

た
。現
代
で
も
世
界
の
憲
法
に
お
い

て
最
先
端
と
も
い
え
る
、「
両
性
の
本

質
的
平
等
」を
盛
り
込
ん
だ
。

　

そ
の
後
68
年
経
っ
て
も
、こ
の
項

は
米
国
憲
法
に
さ
え
な
い
。

　

上
司
の
反
対
で
前
記
の
大
半
は
削

除
さ
れ
た
が
、14
、24
、25
、27
条
に
主

旨
は
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
語
へ
の
翻
訳
を
行
い
、日
本
の

慣
習
に
精
通
し
て
い
た
た
め
、日
本

側
の
見
解
擁
護
も
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
憲
法

を
最
近
に
な
っ
て
、外
国
人
か
ら
押

し
付
け
ら
れ
た
憲
法
だ
と
の
意
見
が

出
始
め
た
が
、当
時
の
日
本
側
の
案

は
明
治
憲
法
の
一
部
修
正
案
で
あ
っ

た
。成
り
立
ち
、内
容
を
よ
く
吟
味

し
、次
世
代
の
た
め
ど
う
あ
る
べ
き

か
を
熟
慮
す
る
こ
と
が
、我
々
の
責

務
で
は
な
か
ろ
う
か
。�

（
Ｎ
）

医の眼、
 歯科の眼

　

医
科
は
、長
谷
憲
理
事
長
、数
野
博
副

理
事
長
、青
木
克
明
、白
川
泰
山
、古
屋

和
博
各
理
事
、原
豊
医
科
社
保
学
術
部

員
が
講
師
を
務
め
、テ
キ
ス
ト「
点
数
表

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
」を
用
い
て
解
説

し
ま
し
た
。

　

長
谷
理
事
長
は
今
次
改
定
の
特
徴

に
つ
い
て
、「
消
費
税
増
税
対
応
分
を

除
け
ば
全
体
で
1
・
26
％
の
マ
イ
ナ

ス
改
定
と
な
っ
た
。『
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
』路
線
に
基
づ
く
病
床
数
・

入
院
患
者
数
の
削
減
が
図
ら
れ
て
お

り
、今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る『
医

療
・
介
護
総
合
法
案
』と
も
連
動
し
て

い
る
」と
説
明
し
ま
し
た
。

　

医
科
で
は
、入
院
で
病
床
の
機
能

分
化
と
再
編
が
行
わ
れ
、長
期
入
院

の
抑
制
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。外
来

で
は
、「
主
治
医
機
能
の
評
価
」と
し

て「
地
域
包
括
診
療
料
」（
医
学
管
理
）

と「
地
域
包
括
診
療
加
算
」（
再
診
料
）

が
新
設
。在
宅
医
療
で
は
、訪
問
診
療

新
点
数
検
討
会 

開
催

2
0
1
4
年
度
診
療
報
酬
改
定

　

4
月
か
ら
の
診
療
報
酬
改
定
を
控
え
、協
会
は
3
月
26
日（
水
）か
ら
30

日（
日
）に
か
け
て
、医
科
4
会
場
、歯
科
2
会
場
で「
新
点
数
検
討
会
」を
開

催
。6
0
7
医
療
機
関
か
ら
1
，1
9
9
人
が
参
加
し
ま
し
た
。ま
た
、各
会

場
で
は
消
費
税
増
税
計
画
の
中
止
、撤
回
な
ど
を
求
め
る
決
議
が
採
択
さ

れ
ま
し
た
。�

（
4
面
に
決
議
文
、4
、5
面
に
新
点
数
の
疑
義
解
釈
）

料
な
ど
の「
同
一
建
物
」に
お
け
る
点
数

が
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

歯
科
は
要
求
一
定
反
映
も
、現
場

の
改
善
に
は
不
十
分

　

歯
科
は
、上
田
喜
清
副
理
事
長
、延

本
充
弘
、大
堂
敏
彦
両
理
事
、小
早
川

秀
雄
、高
橋
雄
幸
、中
村
孝
次
郎
各
歯

科
幹
事
が
講
師
を
務
め
、テ
キ
ス
ト

「
2
0
1
4
年
改
定
の
要
点
と
解
説
」を

用
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

　

歯
科
で
は
、歯
科
疾
患
管
理
料
の
2

回
目
以
上
の
管
理
計
画
書
の
提
供
時

期
に
係
る
算
定
要
件
の
見
直
し
な
ど
、

一
定
の
改
善
が
見
ら
れ
る
項
目
も
あ

り
ま
し
た
。福
山
会
場
で
挨
拶
し
た
上

田
副
理
事
長
は
、今
回
の
改
定
は「
現

場
の
声
が
一
定
反
映
さ
れ
て
評
価
で

き
る
点
も
あ
る
が
、歯
科
医
療
の
危
機

を
改
善
す
る
に
は
不
十
分
」と
、今
後

も
改
善
運
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
を

訴
え
ま
し
た
。

　

な
お
、4
月
に
は
医
科
の
新
点
数
第

2
次
検
討
会（
本
面
左
上
）も
開
催
し
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

日
本
の
健
康
保
険
制
度
は

1
9
2
7
年
に
悪
名
高
い
治
安
維
持

法
と
同
時
期
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
1
9
3
8
年

に
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も

強
兵
目
的
で
し
た
。
健
康
保
険
、
国

民
健
康
保
険
共
に
ス
タ
ー
ト
時
点
か

ら
強
権
的
審
査
・
指
導
と
医
療
費
抑

制
が
基
本
に
あ
り
、

そ
の
根
本
的
性
格
は

今
で
も
変
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　

国
民
皆
保
険
制
度

は
1
9
6
1
年
新
国

民
健
康
保
険
法
の
下
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
が
、
本
質
は
制
定
当
時
と
変
わ

ら
ず
、
保
険
医
協
会
の
活
動
は
こ
の

健
康
保
険
法
を
背
景
と
し
た
強
権
的

不
当
な
審
査
・
指
導
・
低
診
療
報
酬

と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
戦
争
お
よ
び
被
爆
体
験

か
ら
平
和
運
動
、
反
核
運
動
に
も
力

を
注
い
で
参
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
運
動
が
時
と
し
て
批
判
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
保
険
医
協
会

は
一
貫
し
て
国
民
の
健
康
を
守
る
上

で
の
国
民
皆
保
険
制
度
の
充
実
と
、

保
険
医
の
権
利
を
守
る
こ
と
を
主
眼

と
し
、
特
定
政
党
に
偏
す
る
こ
と
な

く
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

共
済
制
度
に
お
い
て
も
保
険
医
休

業
保
障
制
度
、
保
険
医
年
金
な
ど
提

供
し
、
会
員
の
皆
様
か
ら
喜
ば
れ
る

制
度
を
誇
っ
て
お
り
ま
す
。
休
業
保

障
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ア
メ
リ

カ
の
圧
力
に
よ
り
、
保
険
業
法
の
一

部
改
正
に
よ
る
存
続
の
危
機
に
陥
り

ま
し
た
が
、
粘
り
強
い
金
融
庁
へ
の

働
き
か
け
に
よ
り
、
存
続
の
危
機
を

脱
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の

法
の
改
正
で
他
団
体
の
中
に
は
自
主

共
済
を
断
念
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
日

本
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
再
び

存
続
の
危
機
が
訪
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

原
発
再
稼
働
、
武
器
輸
出
三
原

則
の
緩
和
な
ど
、
ど
れ
を

取
っ
て
も
医
療
団
体
と
し

て
肯
定
出
来
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
活
動
に
ぜ
ひ
ご
理
解
い

た
だ
き
、
保
険
医
協
会
に

ご
入
会
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

保
険
請
求
・
保
険
診
療
の
相
談
、

個
別
指
導
対
応
、
税
務
・
法
律
相
談

な
ど
診
療
や
経
営
に
関
す
る
相
談
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
保
険
医

休
業
保
障
な
ど
共
済
制
度
も
充
実
し

て
い
ま
す
。
詳
細
は
同
封
の
資
料
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

歯科　福山会場

医
科　

広
島
会
場

休
保
制
度
加
入
受
付
中
！

休
保
制
度
加
入
受
付
中
！

ま
で
に
お
申
し
込
み
を
‼
保
険
医
年
金
も
受
付
中

ま
で
に
お
申
し
込
み
を
‼
保
険
医
年
金
も
受
付
中

（火）（火）

55／／2020

保
険
医
の
強
い
味
方
、

広
島
県
保
険
医
協
会
に
ご
入
会
を

組
織
部
長
　
上
田 

喜
清 広島県保険医協会は

特定秘密保護法に反
対します
（署名のお願いを6面に掲載）

2
面

3
面

3
面

4
面

5
面

7
面

本号の主な内容

主
張「
障
害
者
総
合
支
援
法
を
国
連『
障
害
者
権
利
条
約
』に
沿
っ

た
内
容
に
」／
医
療
・
介
護
総
合
法
案 

会
員
署
名
の
お
願
い

日
本
経
済
の
再
生
と
内
部
留
保
の
活
用
③

新
点
数
検
討
会
決
議
文
／
医
科 

疑
義
解
釈

歯
科
院
内
感
染
対
策
研
修
会 

開
催
／
歯
科 

疑
義
解
釈

連
載
企
画

会
員
訪
問 

／ 

6
面

原
発
よ
り
も
命
の
海
を

雇
用
問
題
等
Ｑ
＆
Ａ

県下6会場で1,199人が参加
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即時撤退求め要請
閣僚会合での合意許さず

　

2
月
17
日（
月
）か
ら
の
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
閣
僚
会
合
で
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加

合
意
が
報
じ
ら
れ
る
中
、協
会
は
2
月

22
日（
土
）に
緊
急
要
請「
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
閣
僚
会
合
で
の『
合
意
』は
許
さ
ず

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
か
ら
の
即
時
撤
退
を

求
め
ま
す
」を
安
倍
晋
三
首
相
、甘
利

明
Ｔ
Ｐ
Ｐ
担
当
大
臣
及
び
地
元
選
出

国
会
議
員
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

要
請
書
で
は
、次
の
3
つ
の
主
な
問

題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

①
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
日
本
の
誇
る
べ
き
国

民
皆
保
険
が
崩
さ
れ
る

　

医
療
分
野
で
は
、Ⓐ
診
断
や
治
療
を

行
う
際
に
特
許
権
者
の
許
諾
を
が
必

要
に
な
る
、Ⓑ
新
た
に
特
許
使
用
料
が

発
生
し
、医
療
費
が
高
騰
す
る
、Ⓒ
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
製
造
が
困
難
に

な
る
―
こ
と
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。医

療
行
為
や
医
薬
品
の
保
険
収
載
が
困

難
に
な
り
、皆
保
険
が
崩
さ
れ
る
。

　

②
そ
も
そ
も
、国
民
や
国
会
に
交
渉

内
容
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い

　

交
渉
内
容
が
流
出
文
書
か
ら
し
か

分
か
ら
ず
、審
議
の
機
会
が
設
け
ら
れ

て
い
な
い
。

　

③
農
産
品
5
品
目
さ
え
守
れ
な
い

な
ら
、撤
退
す
べ
き

　
「
聖
域
」と
し
て
き
た
農
産
品
5
品

目
の
関
税
に
つ
い
て
も
、妥
協
を
迫
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て

い
る
。自
民
党
の
決
議
で
も
農
産
品
5

品
目
さ
え
守
れ
な
い
の
な
ら
、交
渉
か

ら
撤
退
す
る
と
示
し
て
い
る
。

◇

　

緊
急
要
請
で
は
、以
上
の
こ
と
か

ら
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
は
日
本
の
医
療
と

農
業
、そ
し
て
主
権
を
脅
か
す
」と
し

て
、交
渉
か
ら
の
即
時
撤
退
を
求
め
て

い
ま
す
。な
お
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
閣
僚

会
合
で
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
合
意
は
見
送

ら
れ
ま
し
た
。

3
月
14
日
に
発
生
し
た

伊
予
灘
を
震
源
と
す
る

地
震
で
被
災
さ
れ
た

方
々
に
、心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

主　 張　2006年4月より施行された「障害
者自立支援法」は、障害者とその家
族の尊厳を傷つけたとして多くの
反対行動が行われ、2010年1月7日に時の
民主党政権が廃止を約束しました。その
基本合意文書には5項目ありますが、要
約すると、国は心より反省し速やかに応
益負担を廃止し、その履行状況の確認の
ため定期協議を行い、2013年8月までに
新たな総合福祉法制を当事者参加のも
とに作成し、実施するという内容でした

（以下「基本合意文書」）。
　そのため、「障がい者制度改革推進会
議」の「総合福祉部会」で当事者多数を含
む55人の部会員が真剣に話し合い、19回
の議論の上、2011年8月30日に「障害者総
合福祉法の骨格に関する総合福祉部会
の提言」（以下「骨格提言」）をまとめまし
た。これは「基本合意文書」及び国連「障
害者権利条約」に依拠して作成されまし
た。
　要約すると、①障害の有無によって分
け隔てられない共生社会の実現と、地域
で自立した生活を営む権利を法の理念
とする。②障害の種類による制度の谷間
や空白を解消する。③どこに暮らしを築
いても一定の水準の支援を受けられる
ようにする。④多くの精神障害者の「社
会的入院」や知的や重複の障害者などが
長期施設入所を余儀なくされていると
ともに、介助の大部分を家族に依存して
いる状況を解決するため、地域での支援
体制を確立する。⑤個々の障害とニーズ
が尊重されるような新たな支援サービ
スの決定システムを開発する。利用者負
担の原則無償化・福祉従事者、利用者の
誇りを持てる水準の報酬を確保する。⑥
制度を実質化させていくために障害関
連予算のＯＥＣＤ諸国の平均水準（約1
兆円の増額）に斬新的に拡充する。とい
う内容です。
　しかし、その提言を受けて2012年6月
に民主、自民、公明3党の賛成で成立した

「障害者総合支援法案」は、「骨格提言」が
取り入れられた内容になっていません。

応益負担の仕組みを残し、収入認
定を本人のみでなく配偶者を含
めたこと、利用抑制の手段となっ

ている障害程度区分認定制度を温存し、
障害者関連予算の増額に必要な自立支
援医療や報酬など検討課題にも入って
いないことなど、多くの問題があり、「骨
格提言」を作成した元総合福祉部会長は
「骨格提言」を反映したのは理念だけだ
と批判したのです。障害者の尊厳を傷つ
けた「障害者自立支援法」への逆戻りで
あるとして、多くの障害者や関係者が反
対声明を出しているのです。
　「骨格提言」は予算の大幅増加を伴う
制度変更について、厚労省が軒並み消極
的なコメントを提出していることから、
「骨格提言」よりも大幅に後退した法案
が提出される危惧を表明し、それが現実
となったのです。どんなに障害が重くて
も誰もが地域で生活していくためには、
障害福祉サービスの予算が絶対的に不
足しています。障害者関連の公的支出は
2007年度ＯＥＣＤ30か国の中でも18番
目の低さです。ＯＥＣＤ平均はＧＤＰの
0．392％ですが日本は0．198％です。
　折しも、2014年2月19日に日本は国連

「障害者の権利に関する条約」の141番目
の批准国となりました。この19条には、
「この条約の締結国は、すべての障害者
が他の者と平等の選択の機会を持って
地域社会で生活する平等の権利を認め
るものとし、障害者が、この権利を完全
に享受し、並びに地域社会に完全に受け
入れられ、及び参加することを容易にす
るための効果的かつ適当な措置を取る」
と記されています。障害者福祉制度は、
2003年4月の小泉政権時、「支援費制度」
の導入により、従来の「措置制度」から大
きく転換されました。日本は「障害者の
権利条約」の批准国としてふさわしい

「基本合意文書」と「骨格提言」に沿って、
早急に「障害者総合支援法」にかわる「障
害者総合福祉法」を制定するよう要求し
ます。

障
害
者
総
合
支
援
法
を
国
連「
障
害
者
権
利
条
約
」に
沿
っ
た
内
容
に

医
療
・
介
護
総
合
法
案

成
立 

強
行
し
な
い
よ
う
求
め
る
署
名

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
!!

　

政
府
が
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

（
以
下
、「
医
療
・
介
護
総
合
法
案
」）」は
、

今
度
の
医
療
・
介
護
の
在
り
方
を
大
き

く
変
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
一
括
り
に
し
て
提
案
さ
れ

拙
速
な
議
論
で
成
立
さ
せ
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
協
会
で
は
、
今
国
会

で
の
同
法
案
の
成
立
を
強
行
し
な
い

よ
う
求
め
る
会
員
署
名
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
用
紙
は
会
員
の
先
生
方
に

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
付
ま
た
は
本
紙
に
同
封
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
記
入
の
上
、
4
月

19
日（
土
）ま
で
に
ご
返
信
下
さ
い
。

　
「
医
療
・
介
護
総
合
法
案
」
で
は
、

Ⓐ
都
道
府
県
に
病
床
削
減
計
画
を
策

定
さ
せ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
医
療
機

関
に
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
、
Ⓑ
医

療
事
故
調
査
制
度
を
設
置
す
る
―
な

ど
の「
医
療
関
連
法
案
」
と
、
ⓐ
介
護

保
険
の
利
用
料
引
き
上
げ
、
ⓑ
特
養

ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
要
介
護
度
3
以

上
へ
の
限
定
、
ⓒ
訪
問
・
通
所
介
護

の
市
町
村
事
業
へ
の
移
行
な
ど
―
を

含
む「
介
護
保
険
関
連
法
案
」
が
一
括

し
て
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
医
療
・
介
護
総
合
法
案
」

に
は
、
特
定
の
医
療
行
為
を
担
う
看

護
師
の
研
修
制
度
や
医
療
事
故
調
査

制
度
の
創
設
な
ど
、
十
分
に
検
討
さ

れ
て
い
な
い
内
容
ま
で
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

同
法
案
に
よ
り
、
退
院
を
迫
ら
れ

る
医
療
難
民
、
特
養
や
訪
問
・
通
所

介
護
が
利
用
で
き
な
く
な
る
介
護
難

民
の
更
な
る
増
加
な
ど
、
多
く
の
問

題
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

　

要
請
書
で
は
、
①「
医
療
・
介
護
総

合
法
案
」に
つ
い
て
改
定
項
目
ご
と
に

国
会
審
議
を
行
う
と
共
に
、
今
通
常

国
会
で
の
成
立
を
強
行
せ
ず
、
今
国

会
以
降
も
安
易
に「
一
括
」
化
し
て
国

会
に
法
案
を
提
出
し
な
い
。
国
民
各

層
と
医
療
・
介
護
従
事
者
に
よ
る
十

分
な
議
論
を
保
障
す
る
、
②
病
床
削

減
や
平
均
在
院
日
数
の
短
縮
な
ど
目

的
と
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
医
療
機

関
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
よ
う
な
医

療
提
供
体
制
の
再
編
は
や
め
る
、
③

介
護
保
険
の
利
用
料
の
2
割
へ
の
引

き
上
げ（
所
得
1
6
0
万
円
以
上
）、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
を
要

介
護
度
3
以
上
へ
の
限
定
、
要
支
援

者
の
訪
問
・
通
所
介
護
の
市
町
村
事

業
へ
の
移
行
等
を
や
め
る
―
の
3
項

目
の
実
現
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

い
た
だ
い
た
署
名
は
4
月
下
旬
に
、

地
元
選
出
の
国
会
議
員
等
の
も
と
へ

届
け
て
参
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

TPP交渉
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―
先
生
が
こ
ち
ら
を
開
業
さ
れ
て
ど

の
位
に
な
る
の
で
す
か

　

18
年
に
な
り
ま
す
。

―
医
師
を
志
さ
れ
た
き
っ
か
け
は

　

実
家
が
薬
局
で
母
が
薬
剤
師
だ
っ

た
の
で
、子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
薬
に

囲
ま
れ
た
環
境
で
育
ち
ま
し
た
。母

は
特
に
漢
方
薬
が
好
き
で
、私
も
そ

の
影
響
で
漢
方
や
東
洋
医
学
を
大
切

に
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の

後
、薬
科
大
学
に
進
み
漢
方
を
学
ん

で
い
た
の
で
す
が
、生
理
学
の
授
業

に
昭
和
医
大
の
教
授
が
来
て
い
て
、

そ
の
授
業
が
す
ご
く
楽
し
く
て
医
学

を
極
め
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。そ
の
教
授
に
色
々
質
問
を
し

て
い
る
う
ち
に
、医
学
部
に
進
む
道

も
あ
る
と
い
う
話
を
聞
き
、中
退
し

て
医
学
部
に
入
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。薬
科
大
学
で
漢
方
を
学
ん
で
い

た
お
陰
で
診
療
の
幅
が
広
が
り
、そ

の
こ
と
が
医
師
に
な
っ
て
か
ら
も
大

い
に
役
立
ち
ま
し
た
。

―
開
業
以
来
18
年
間
を
振
り
返
っ
て

ど
の
よ
う
な
印
象
を
お
持
ち
で
す
か

　

自
分
の
姿
勢
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て

い
な
い
の
で
す
が
、周
囲
の
状
況
が
大

き
く
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
印
象
で

す
。開
業
当
初
か
ら
在
宅
医
療
、東
洋

医
学
、最
新
医
学
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
デ

イ
ケ
ア
の
4
つ
の
柱
を
掲
げ
て
い
た

の
で
す
が
、高
齢
化
で
お
年
寄
り
が
急

速
に
増
え
て
き
た
影
響
で
、医
院
で
も

在
宅
医
療
の
比
重
が
高
ま
っ
て
き
ま

し
た
。デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
デ
イ
ケ
ア
に

つ
い
て
も
、途
中
で
介
護
保
険
が
で
き

る
な
ど
制
度
が
二
転
三
転
し
て
、対
応

が
大
変
で
し
た
ね
。

―
開
業
地
の
印
象
は

　

地
元
で
す
の
で
他
所
の
こ
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
が（
笑
）、都
会
と
比
べ
て

人
の
流
動
が
少
な
い
と
思
い
ま
す
。3

代
、4
代
と
ご
家
族
を
診
て
い
る
深
い

付
き
合
い
の
患
者
さ
ん
も
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。あ
と
、尾
道
に

は
穏
や
か
な
人
が
多
い
で
す
ね
。18
年

間
ト
ラ
ブ
ル
な
く
や
っ
て
こ
ら
れ
た

の
も
、そ
の
お
陰
か
な
と
思
い
ま
す
。

―
坂
の
多
い
尾
道
の
町
を
自
転
車
で

往
診
さ
れ
て
い
る
と
お
聞
き
し
ま
し

た
　

尾
道
の
古
い
町
並
み
に
は
車
が
入

れ
な
い
路
地
や
、駐
車
で
き
な
い
場

所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、自

転
車
が
便
利
で
す
。で
も
坂
道
を
立

ち
漕
ぎ
で
登
る
の
は
さ
す
が
に
厳
し

い
の
で
、今
は
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転

車
に
乗
っ
て
い
ま
す
。

　

診
療
以
外
で
も
自
転
車
に
乗
る
の

が
好
き
で
、昨
年
は
し
ま
な
み
海
道
を

走
り
ま
し
た
。途
中
因
島
を
通
る
と
み

か
ん
の
花
の
香
り
が
漂
よ
い
、生
口

島
に
着
い
て
か
ら
は
平
山
美
術
館
で

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
し
た
り
、耕
三
寺

で
彫
刻
家
の
抗
谷
一
東
さ
ん
※
の
作

品「
未
来
心
の
丘
」に
登
っ
た
り
し
ま

し
た
。「
未
来
心
の
丘
」は
一
面
を
白
い

大
理
石
で
埋
め
ら
れ
た
丘
に
レ
ス
ト

ラ
ン
が
建
っ
て
い
て
、そ
こ
に
登
る
と

瀬
戸
内
海
を
眺
望
で
き
る
絶
好
の
ス

ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

※
イ
タ
リ
ア
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
世

羅
町
出
身
の
彫
刻
家
。

―
島
に
着
い
て
か
ら
も
色
々
な
楽
し

み
が
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね

　

連
れ
て
行
く
と
皆
感
動
し
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
行
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

―
先
生
は
昨
年
11
月
に
、健
康
を
保
つ

秘
訣
に
つ
い
て
書
い
た「
ぼ
ち
ぼ
ち
養

生
法
」を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。出
版
の

経
緯
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

患
者
さ
ん
に
病
気
の
こ
と
を
分
か

り
や
す
く
お
知
ら
せ
す
る
方
法
と
し

て
、開
業
当
初
か
ら
2
か
月
に
1
回
、

院
内
紙「
は
つ
ら
つ
ニ
ュ
ー
ス
」を
発

行
し
て
い
ま
す
。記
事
の
内
容
に
つ

い
て
月
に
1
回
デ
イ
ケ
ア
で
ス
ピ
ー

チ
し
て
、お
年
寄
り
の
反
応
を
み
て

か
ら
構
成
を
練
り
直
す
な
ど
、誰
が

聞
い
て
も
分
か
る
よ
う
な
記
事
に
な

る
よ
う
試
行
錯
誤
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
院
内
紙
が
1
0
0
号
を
超
え
た

こ
ろ
、医
院
の
Ｈ
Ｐ
を
見
た
出
版
社

の
方
か
ら「
本
に
し
ま
せ
ん
か
」と
誘

い
が
あ
り
ま
し
た
。記
事
の
内
容
に

加
筆
、校
正
を
重
ね
て
昨
年
完
成
し

ま
し
た
。

―
一
般
の
方
が
読
ん
で
も
分
か
り
や

す
く
健
康
に
つ
い
て
学
べ
る
本
だ
と

感
じ
ま
し
た
。出
版
後
の
反
響
は

　

本
の
内
容
に
つ
い
て
講
演
依
頼
が

あ
っ
た
り
、あ
と
、患
者
さ
ん
が
よ
く

読
ん
で
い
て
、「
息
子
に
も
読
ま
せ
て

い
る
」と
か
、「
本
に
サ
イ
ン
し
て
よ
」

と
か
言
わ
れ
た
り
し
ま
す（
笑
）。

―
最
後
に
、先
生
の
医
院
の
モ
ッ

ト
ー
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

笑
顔
で
接
す
る
こ
と
で
す
。朝
礼

の
後
、ス
タ
ッ
フ
全
員
で
笑
顔
の
練

習
を
し
て
い
ま
す
。お
か
し
い
か
ら

笑
う
の
で
は
な
く
、笑
う
か
ら
お
か

し
く
な
る
と
い
う
考
え
で
す
。笑
顔

に
は
、免
疫
力
が
増
し
て
感
染
症
や

ガ
ン
に
対
す
る
抵
抗
力
が
強
く
な
る

な
ど
、多
く
の
効
用
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。笑
顔
で
接
す
る
こ
と
が
患

者
さ
ん
の
病
気
治
療
に
も
役
立
つ

と
、医
師
に
な
っ
て
30
数
年
、常
に
心

が
け
て
い
ま
す
。

ク
イ
ズ
で
考
え
る

日
本
の
医
療

ご
活
用
く
だ
さ
い

総勢137名に景品プレゼント
　

協
会
で
は
、
医
療
や

国
民
生
活
の
諸
課
題
に

つ
い
て
広
く
患
者
さ
ん

に
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、ク
イ
ズ
チ
ラ
シ「
ク

イ
ズ
で
考
え
る
日
本
の

医
療
」
を
作
成
し
ま
し

た
。
会
員
に
は
本
紙
に

20
枚
同
封
し
て
い
ま
す

の
で
、
待
合
室
に
置
く

な
ど
し
て
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　

チ
ラ
シ
の
は
が
き
部

分
を
切
り
取
り
、
ク
イ

ズ
の
解
答
、
本
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
ご
感
想
な
ど

を
ご
記
入
の
上
、
切
手

を
貼
っ
て
送
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
抽
選

で
総
勢
1
3
7
名
に
ロ

ボ
ッ
ト
掃
除
機
や
血
圧

計
、
図
書
カ
ー
ド
な
ど
の
プ
レ
ゼ
ン

ト
が
当
選
し
ま
す
。

　

な
お
、
応
募
締
め
切
り
は

2
0
1
4
年
5
月
31
日
（
土
）
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）。
当
選
発
表
は
商

品
の
送
付
を
も
っ
て
代
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

内部留保の使われ方は？
○利益剰余金の総資産に占める割合
　21世紀以降の内部留保の異常な増え方について、公表内部留保を中心にみていく。
　利益剰余金が企業の総資産に占める割合を計算してみた。60年代は高度成長してきた
が、70年代に入り、ニクソンショック、オイルショックがあり、高度成長にブレーキがか
かったため、内部留保を貯められずにマイナスとなった。1980年代は、1985年から1991
年くらいまでバブル経済で3.3ポイント増加。90年代はバブルが崩壊するが、内部留保は2.4
ポイント増えている。不況であるがために貯め込みに必死であった。2001年から2010年
は5.5ポイント増加している。2002年から6年間は過去最高の利益を更新している。
○設備投資（有形固定資産）と金融投資の総資産に占める割合
　貯め込んだお金が設備投資（有形固定資産）に回されたかどうかをみてみる。1975年は
27.5％あった。ピークは1995年で36.1％。2011年は26.8％で、1975年より落ちている。設
備投資しないでマネーゲームに投資している。1975年の「投資その他の資産」は11.0％で、
まだまだ設備投資が倍以上あったが、その後は徐々に増え、2008年で逆転し、2011年に
は34.0％となった。
　モノづくりや設備投資などの良い内部留保ではなく、株や社債などお金に投資するこ
とがメインとなっている。
○内部留保は設備投資に使われてはいない
　このように内部留保を設備投資に使わず、金融投資＝マネーゲームに投資している。ま
た、企業グループ（子会社）にも投資している（近年は海外子会社にも投資）。
　設備投資は2001年で217.9兆円。2011年は195.4兆円と、10年間で減っている。伸び率は
90.0％。つまり21世紀に入ってから設備投資だけを減らし、残りは増やしている。
○タックスヘイブンを利用した租税回避的投資
　次に海外直接投資残高、日本銀行がどのくらい海外に子会社を作っているかをみてい
く。1位はアメリカ。2位オランダ。3位中国。4位ケイマン。
　オランダはヨーロッパの中で税金が低い国で、海外の子会社から出る儲けをオランダの
金融子会社に集め、お金を貯めている。もう1つのセンターがケイマン。ケイマンには何
十万社という日本の会社の子会社がある。例えばペーパーカンパニーを通じて書類上ト
ヨタがケイマンに車を売った。次にケイマンからアメリカ本土に車を売った。途中でこ
の会社が買っており、買って売るのだから差額が出る。日本から150万円で車を買ったと
して、200万円でアメリカの子会社に売れば差額分の50万円がそのまま儲けの50万円とな
る。これがケイマンのペーパーカンパニーに貯まっていく。ケイマンは非課税であるため、

「タックスヘイブン＝税金逃れの島々」と呼ばれる。
　子会社だからモノづくり、設備投資があるとは限らない。海外にも子会社という名の
内部留保の貯め込み場所があるということがわかる。

（つづく）

日本経済の再生と内部留保の活用③日本経済の再生と内部留保の活用③

広島県保険医協会
行事案内
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2014年度　医科診療報酬疑義解釈（抜粋）

　2014年度の医科診療報酬改定について、3月31日付で「疑義解釈（その1）」が厚
労省から示されたので、一部を抜粋して紹介します。全文は厚労省のホームペー
ジから閲覧・ダウンロード可能です。

（地域包括診療加算／地域包括診療料）
Q1 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
A1 算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
Q2 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診している
すべての保険医療機関を指すのか。

A2 その通り。
（入院基本料）

Q3 90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病
棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。

A3 病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本
料の例により算定する病棟のみ必要となる。

Q4 平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院
基本料等を届け出ることになるのか。

A4 7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26
年9月30日（経過措置期間）までは7対1入院基本料を算定することができるが、
経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院
基本料等を届出することになる。

Q5 入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制について減算されていた保険医療
機関が、常勤の管理栄養士を配置した場合の減算措置は、いつから解除される
のか。

A5 届出を行った月の翌月1日から解除される。
Q6 ＡＤＬ維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示され
ているが、具体的にはどのような研修があるのか。

A6 日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリ
テーション医師研修会」の研修を指す。

（回復期リハビリテーション病棟入院料）
Q7 体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具
体的にはどのような研修があるのか。

A7 ①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医
師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」
のいずれかの研修を指す。

（地域包括ケア病棟入院料）
Q8 病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。
A8 必要ない。
Q9 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成
26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入
院料を届け出ることは可能か。

A9 可能である。
（在宅患者訪問診療料）

Q10 記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問
診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされてい
るが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判
定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式を添付する必要があるのか。

A10 訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活
自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、別紙様式を添付する必要は
ない。

（在宅療養指導管理料）
Q11 Ｃ107在宅人工呼吸指導管理料にて「睡眠時無呼吸症候群の患者（Adaptive 

Servo Ventilation（ASV））を使用する者を含む。）は対象とならない」とある
が、①閉塞性、中枢性又は混合型に関係なく睡眠時無呼吸症候群の患者は対
象とならないのか。②チェーンストークス呼吸を呈する心不全患者に対して
ASVを使用した場合は対象となるのか。

A11 ①そのとおり。②対象とならない。

（リハビリテーション）
Q12 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の

注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に
届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。

A12 満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。
Q13 脳血管疾患等リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「･･･介護保険

法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項
に規定する介護予防通所リハビリテーション･･･」とあるが、例えば、同一法
人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所
で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして
届出ることができるのか。

A13 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。

「再審査請求の手引」をご活用ください!!
　保団連中国ブロック協会議会は、昨年、「審査アンケート（医科）」に
取り組みました。その中で、「納得できない減点を受けたことがある」
との回答が広島ではいずれも5割以上（基金55％、国保連65％）ありま
した。減点の際は記号番号で表記されるのみで、「なぜ減点されるのか
理由がわからない」との相談は後を絶ちません。
　こうしたことから、会員の先生方には、本冊子を参考に再審査請求
を積極的に行っていただくよう呼びかけます。なお、再審査請求書（レ
セプト取り下げ用紙）もありますので、必要な先生は協会までご一報
ください。（℡082－262－5424）
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決議
　私たちは、診療報酬改定について、安心・安全で質の高い医療を維持するために、また、
地域医療を再生するために、大幅なプラス改定が必要であることを繰り返し訴えてきた。
　しかし、政府・厚労省は、「社会保障・税一体改革」を推し進め、本年4月1日から、社会保障
のさらなる切り捨てと消費税増税をセットで行おうとしている。今次改定はこの改革と軸を一
つにするものであり、消費税増税分を除けば実質1．26％のマイナス改定と、我々の願いとはほ
ど遠いものである。これでは医療の質を維持することがますます困難となる。また、70～74歳
の窓口負担増実施など、患者にもさらに大きな負担がのしかかる。受診抑制に一層拍車が
かかることは明らかであり、病気になっても医療機関にかかれない患者が増えることになる。
　こうした事態を食い止め、いつでも、どこでも、誰でもが保険証1枚で安心・安全な医療を受
けることができるよう、国の責任で社会保障を拡充させることが重要である。私たちは、「社会
保障・税一体改革」を即刻中止することと、以下の項目の改善を早急に実施するよう求める。

記

医科・歯科共通
・ 消費税増税計画を中止・撤回すること。
・   医療機関の「損税」解消に向け、診療報酬への上乗せではなく、ゼロ税率の導入など抜

本的な対策を講じること。
・ 70～74歳の患者窓口負担増を中止すること。
医科

・ 在宅医療における「同一建物居住者」への大幅減算を止めること。
・  管理栄養士の配置要件の廃止による有床診療所入院基本料等の引き下げ、常勤の管

理栄養士を配置できない場合の病院の入院料の減算を止めること。
・「 うがい薬のみを投薬した場合」の保険外しを止めること。
・ 在宅自己注射指導管理料の引き下げを止めること。
・  1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4

種類以上の抗精神病薬を投薬した場合の減額規定や算定制限について再検討するこ
と。

・  救急医療管理加算2の新設を止め、救急医療に関する評価の引き下げを止めること。ま
た、入院後に悪化したものについても算定対象とすること。

・  地域包括ケア病棟入院料等の包括範囲を再検討し、リハビリテーションの費用を算定で
きるようにすること。

・  短期滞在手術等基本料3のDRG/PPS 化（完全包括化）をやめ、かかった医療行為につ
いて正当に評価すること。

・ 患者フリーアクセスを制限し、医療評価を患者単位で包括する地域包括診療料を廃止
すること。

・ 脳血管疾患等リハビリテーション料の「廃用症候群」の点数引き下げを止めること。
・ 介護保険のリハビリテーションへの移行推進を中止すること。
・ 基本診療料に係る低妥結率減算を廃止すること。
歯科

・ 長期に据え置かれた基礎的技術料と基本診療料の抜本的な引き上げを行うこと。
・  在宅医療推進のために、20分以上の時間要件の撤廃、訪問人数による点数格差の是

正、歯援診の施設基準の緩和等、診療現場に即して改善すること。
・  医科歯科連携を進めるために、情報提供、算定要件等については診療現場の実態に即
した運用や改善をはかること。

・  診療報酬改定の基礎資料となる「医療経済実態調査」内容を医療機関の実態により正
確に反映できるよう最頻値（2009年以降示されていない）を公表するなど、改善すること。

・ 歯科技工士、歯科衛生士の評価を抜本的に高めること。

以上、決議する。
2014年3月 医科・歯科新点数検討会
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遠心側矢印方向キレツ

現状でのインプラント不可能症例

こ
れ
で
み
ん
な
安
心
！

歯
科
　
院
内
感
染
対
策

院
内
感
染
対
策
研
修
会
開
く

　パノラマX線では、前歯部の精密な診断は不可能（できるは
・ ・
ずがない）と思い込んでいま

せんか？
　ヨシダ製ファインキューブは、パノラマとCT両方の撮影ができ、従来のパノラマと違い
前歯部の画像は、同部位のデンタルX線と画質、寸法ともほとんど一致する。しかも、画像は
極めて鮮明。被曝量は、CTの場合、0.08ミリシーベルトで医科のものの約70分の1。撮影前1
日1回の自動調整と撮影毎の自動調整の2回で、その都度の精密画像になる。
　CTでは、周囲の骨組織をそぎ落とし、根のみにして、多方向よりの診断もでき、歯根の極
小さなキレツなども鮮明に写し出される。根管のみにすることにより、難しい歯内療法で
は屈曲、癒合等、明瞭にわかる。
　ただし、現状では、CTは、デンタルX線、パノラマX線で診断が不可能な限られた疾患の
み保険適用です。 （N）

歯科ワンポイント診療

アーム型 X 線 CT 診断装置

研修会の様子。枠内は吉賀先生。

【歯科疾患管理料】
（問1）平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じ

て、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平
成26年4月以降、改定後の管理計画書（別紙様式1、2又はこれに準じた様式）の
備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨
の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。

（答）そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様
である。

（問2）管理計画書について、全身疾患や患者の状態により患者が直接記入できな
い場合又は家族の付き添いがない場合に限っては、主治の歯科医師が代行し
て記入すると考えてよいか。

（答）そのとおり。この場合は、管理計画書の備考欄に「例：○○疾患のため、○○
○○が代行記入」と記載する。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載さ
れている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えない。

【新製有床義歯管理料】
（問3）平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行

い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直された
が、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定でき
るか。

（答）算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーショ
ン料1「1 有床義歯の場合」は算定できない。

【歯科訪問診療料】
（問5）アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪

問診療を行った場合であって、2人のうち1人が20分以上、別の1人が20分未
満の場合の取扱い如何。また、同一建物に居住する10人の患者に対して歯科
訪問診療を行った場合であって、10人のうち9人が20分以上、別の1人が20分
未満の場合の取扱い如何。

（答）2人の患者のうち、20分以上の患者については歯科訪問診療料2、20分未満の
患者については歯科訪問診療料3で算定する。同日に10人以上歯科訪問診療
を行った場合は、診療時間にかかわらず、すべての患者について歯科訪問診
療料3で算定する。

【歯科口腔リハビリテーション料1】
（問7）平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床

義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整
や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場
合」は算定できるか。

（答）算定できる。

（問9）有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。

（答）当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に
歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できない。

（問10）歯科口腔リハビリテーション1の「2 舌接触補助床の場合」は、当該舌接触
補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。

（答）そのとおり。

【歯科口腔リハビリテーション料2】
（問11）歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月

内に行っていない場合においても算定できるか。
（答）算定できる。

【歯周病安定期治療】
（問14）歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変

わった場合の取扱い如何。
（答）歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。

【暫間固定】
（問15）平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う

場合の取扱い如何。
（答）平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過

して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。

【歯周治療用装置】
（問16）平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直さ

れたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了
する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定で
きるか。

（答）算定できる。

【フッ化物歯面塗布処置】
（問17）う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項

目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合
は、当該処置は翌月に算定できるか。

（答）平成26年5月末まで算定できない。

【頬、口唇、舌小帯形成術】
（問18）頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口

唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。
（答）そのとおり。

2014年歯科診療報酬改定
疑義解釈（その1）示される

　3月31日、厚生労働省保険局医務課は「疑義解釈資料の送付について
（その1）」を地方厚生局などに通知しました。その一部を抜粋して掲載
します。なお、全文は、厚生労働省のホームページに掲載しています。

新点数のポイント
【摂食機能療法と歯リハ1の併算定の可否】

歯リハ1
有床義歯の場合 舌接触補助床の場合

摂食機能療法
・同日併算定　可 ・同日併算定　不可（どちらかを算定）

・同月内の併算定　不可（どちらかを算定）
※摂食機能療法の治療開始日から起算して3月
を超えている場合

【歯リハ1における有床義歯と舌接触補助床の関係】
　同一初診期間中に歯リハ1（舌接触補助床）の算定以降は、歯リハ1（有床義歯）
を算定できない。
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請
願
署
名
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

特
定
秘
密
保
護
法
廃
止
求
め
る

　
「
秘
密
法
廃
止
！
広
島
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」（
山
田
延
廣
弁
護
士
ら
4
共
同
代

表
）は
、昨
年
の
臨
時
国
会
で
国
民
の

多
く
の
反
対
の
声
を
押
し
切
っ
て
強

行
可
決
さ
れ
た「
特
定
秘
密
保
護
法
」

に
つ
い
て
、廃
止
を
求
め
る
請
願
署
名

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。署
名
用
紙
と

返
信
用
封
筒
を
本
紙
に
同
封
し
て
い

ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

特
定
秘
密
保
護
法
で
は
、政
府
・
官

僚
が
自
分
た
ち
に
都
合
の
悪
い
情
報

を
勝
手
に「
秘
密
」と
す
る
こ
と
が
で

き
、そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
第
三
者

機
関
も
存
在
し
ま
せ
ん
。「
秘
密
」を

知
ろ
う
と
す
れ
ば
、実
際
に「
秘
密
」

を
入
手
し
な
く
て
も
、そ
の
こ
と
を

話
し
合
っ
た
、そ
そ
の
か
し
た
と
し

て
、メ
デ
ィ
ア
関
係
者
も
市
民
も
重

罰
を
科
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
国
会
答
弁
で
は
、医
療
機
関
を

受
診
し
て
い
る
患
者
さ
ん
の
精
神
疾

患
の
状
態
な
ど
を「
適
正
評
価
」の
際

に
報
告
す
る「
義
務
が
あ
る
」と
政
府

は
述
べ
て
い
ま
す
。患
者
さ
ん
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
問
題

に
発
生
す
る
事
態
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

特
定
秘
密
保
護
法
に
は
、多
く
の

市
民
に
加
え
、医
療
界
、法
曹
界
、マ

ス
コ
ミ
、宗
教
家
な
ど
様
々
な
分
野

か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま

す
。今
必
要
な
こ
と
は
、特
定
秘
密
保

護
法
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、市
民

か
ら
情
報
を
隠
す
様
々
な
法
律
や
制

度
を
、国
際
人
権
規
約
を
具
体
化
し

た「
ツ
ワ
ネ
原
則
」な
ど
に
基
づ
い
て

チ
ェ
ッ
ク
し
、知
る
権
利
を
保
障
す

る
た
め
に
情
報
公
開
制
度
を
充
実
し

て
い
く
こ
と
で
す
。

　

請
願
署
名
で
は
、特
定
秘
密
保
護

法
の
廃
止
と
、憲
法
と
国
際
人
権
規

約
に
基
づ
き
、知
る
権
利
を
保
障
す

る
情
報
公
開
制
度
を
改
正
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
ま
す
。

第18回世界気管支会議・第18回世界気管食道科学会議
サテライトシンポジウム（市民公開講座）

日　時　2014年4月17日（木） 午前中
会　場　広島国際会議場 国際会議ホール「ヒマワリ」
　　　　広島市中区中島町1-5

テーマ　「医師からみた広島、そして福島」

　　　　Hiroshima and Fukushima: The doctors' perspective 

プログラム
■「『低線量』放射線内部被曝による健康障害」
　松井 英介 （座禅洞診療所）
　Prolonged Low-dose Radiation Exposure E-ffects on Health
　Speaker: Eisuke Matsui

■   「物理学、医学、そして法 －半世紀をこえて、原爆被爆
者が見つづけてきたもの－」

　斎藤 紀 （医療生協わたり病院）
　Atomic Bomb Surviver's Point of View
　Speaker: Osamu Saito

■「忘れてはならない，広島の恩人」
　アニメ・ジュノー 上映

■ 「国を超え，人種を超えて，無償の愛に生きたスイス人
医師『マルセル・ジュノー博士』の生涯」

　 津谷 静子（アニメ・ジュノー制作委員会・NPOモースト
理事長）

　 The History of Dr.Marcel Junod in the Aftermath of the 
Atomic

　Bombings in Hiroshima
　Speakers: Shizuko Tsuya

自
ら
の
健
康
を
し
っ
か
り
捉
え
、記
録
し
、

将
来
へ
向
け
て
生
き
抜
く
た
め
に

「
健
や
か
に
生
き
る‐

健
康
ノ
ー
ト 

内
部
被
曝
か
ら
い
の
ち
を
守
る
」 

編
集
委
員
会 

松
井 

英
介

　

3
・
11
東
電
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

大
惨
事
か
ら
3
年
、私
た
ち
は
大
き
な
転

換
点
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

人
類
史
上
初
め
て
の
4
基
原
発
同
時

大
災
害
。ウ
ラ
ン
2
3
5
と
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
2
3
9
燃
料
は
メ
ル
ト
ス
ル
ー
し
、よ

り
深
い
地
下
水
と
の
接
触
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。自
然
生
活
環
境
に
放
出
さ
れ

た
膨
大
な
量
の
各
種
人
工
核
物
質
は
、そ

の
処
理
方
法
が
ま
っ
た
く
見
つ
か
ら
な

く
手
を
つ
け
な
い
ま
ま
、空
間
線
量
年
20

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
地
域
へ
の
帰

還
を
強
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

人
類
が
つ
く
り
出
し
た
人
工
の
放
射

性
物
質
に
よ
る
被
害
の
予
防
・
診
断
・
治

療
は
非
常
に
や
っ
か
い
で
、大
変
な
手
間

と
ひ
ま
が
か
か
り
ま
す
。し
か
し
、子
ど

も
や
孫
、未
来
世
代
の
た
め
に
、こ
れ
を

避
け
て
通
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。い

の
ち
を
守
る
た
め
の
国
連
機
関
・Ｗ
Ｈ
Ｏ

（
世
界
保
健
機
関
）は
、原
発
推
進
の
国
連

機
関
で
あ
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ（
国
際
原
子
力
機

関
）に
手
足
を
縛
ら
れ
、「
証
拠
が
な
い
。

が
ん
が
少
し
増
え
た
だ
け
だ
！
」な
ど
と

言
い
、原
発
災
害
と
向
き
合
っ
て
来
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、私
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。

広
島
・
長
崎
、第
五
福
竜
丸
事
件
や
マ
ー

シ
ャ
ル
群
島
の
被
害
、チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

原
発
事
故
を
は
じ
め
世
界
各
地
の
核
災

害
で
は
、人
類
と
自
然
に
と
っ
て
取
り
返

し
の
つ
か
な
い
多
く
の
被
害
が
、今
な
お

出
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
。

　

国
連
人
権
理
事
会
の
特
別
報
告
者
ナ

ナ
ン
ド
・
グ
ロ
ー
バ
ー
氏
は
、低
線
量
被

ば
く
の
健
康
リ
ス
ク
を
学
校
で
教
え
る

べ
き
だ
と
提
案
し
1
）、Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ（
核

戦
争
防
止
国
際
医
師
会
議
）の
共
同
議
長

テ
ィ
ル
マ
ン
・
ラ
フ
氏
は
、空
間
線
量
年

1
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
の
地
域
住
民

の
た
め
の
、移
住
を
ふ
く
む
抜
本
的
な
政

策
を
求
め
て
い
ま
す
2
），3
）。

　

3
・
11
大
惨
事
を
バ
ネ
に
、私
た
ち
は
、

自
ら
の
健
康
を
し
っ
か
り
捉
え
、記
録

し
、将
来
へ
向
け
て
生
き
抜
く
た
め
に
、

「
健
康
ノ
ー
ト
」を
つ
く
り
ま
し
た（
本
面

左
上
）。市
民
と
医
師
や
教
育
者
な
ど
専

門
家
と
の
共
同
作
業
は
、初
め
て
の
こ

と
で
も
あ
り
、随
分
時
間
も
経
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。こ
の「
健
康
ノ
ー
ト
」は
、

自
分
の
た
め
の
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、

家
族
、地
域
、友
だ
ち
仲
間
の
記
録
で
す
。

個
々
人
の
枠
か
ら
一
歩
前
へ
、子
ど
も
た

ち
次
世
代
の
健
康
を
勝
ち
取
る
大
き
な

営
み
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、「
健
康
ノ
ー
ト
」の
記
録

が
役
立
つ
よ
う
、願
っ
て
い
ま
す
。

〈
参
考
文
献
〉

1

） http://hinan-kenri.cocolog-nifty.

com
/blog/2013/05/post-05d7.htm

l

2

） http://peaceandhealthblog.

com
/2013/06/05/fukushim

a-disaster/

3

） http://chikyuza.net/archives/43428

い
ま
ま
、大
気
中
へ
海
へ
と
出
つ
づ
け
、

自
然
生
態
系
に
大
き
な
負
荷
を
加
え
て

い
ま
す
。

　

こ
の
大
惨
事
に
よ
っ
て
、住
む
家
を
追

わ
れ
ふ
る
さ
と
に
戻
れ
な
い
人
た
ち
、放

射
能
の
危
険
か
ら
逃
れ
全
国
に
避
難
し

た
人
た
ち
、危
険
と
知
り
な
が
ら
留
ま
ら

ざ
る
を
得
な
い
人
た
ち
…
。多
く
の
家
族

や
地
域
社
会
は
分
断
・
破
壊
さ
れ
、誰
も

が
困
難
と
苦
悩
を
抱
え
、先
の
見
え
な
い

不
安
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、事
故
を
起
こ
し
た
東
電
を
中

心
と
し
た
原
子
力
産
業
と
、国
策
と
し
て

原
発
を
推
進
し
て
き
た
日
本
政
府
は
、自

ら
の
責
任
は
タ
ナ
に
上
げ
た
ま
ま
、あ
ろ

う
こ
と
か
、国
内
で
原
発
再
稼
働
・
新
規

建
設
と
、世
界
各
国
へ
の
原
発
売
り
込
み

に
奔
走
し
て
い
ま
す
。

　

最
大
の
問
題
は
、原
発
被
災
者
の
い
の

ち
を
守
る
抜
本
的
な
施
策
に
は
、ま
っ
た

命の海を

原発よりも

47

広島保険医新聞寄稿集

「原発よりも
命の海を」

●  会員には、協会紙3月10日号に同封して
お送りしています。

● 会員の追加注文は無料で承ります。
● ご不明な点は事務局まで。
　℡（082）262－5424

資料編 カルテ編

注
文
書
を

本
紙
に
同
封
し
て
い
ま
す

内部被曝からいのちを守る
「健康ノート」資料編・カルテ編

発行「子ども救援基金」

署名用紙は本紙に同封
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割
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で

定
め
る
率（
延
長
し
た
労
働
時
間
の
労
働

に
つ
い
て
は
2
割
5
分
、休
日
の
労
働
に

つ
い
て
は
3
割
5
分
）以
上
の
率
で
計
算

し
た
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

使
用
者
が
、午
後
10
時
か
ら
午
前
5
時

ま
で
の
間
に
お
い
て
労
働
さ
せ
た
場
合

に
お
い
て
は
、そ
の
時
間
の
労
働
に
つ
い

て
は
、通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
の
計
算

額
の
2
割
5
分
以
上
の
率
で
計
算
し
た

割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。○ 

年
次
有
給
休
暇（
第
39
条
）

　

使
用
者
は
、そ
の
雇
入
れ
の
日
か
ら
起

な
い
。

○ 

休
日（
第
35
条
）

　

使
用
者
は
、労
働
者
に
対
し
て
、毎
週

少
な
く
と
も
1
回
の
休
日
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い（
た
だ
し
4
週
間
を
通
じ

4
日
以
上
の
休
日
を
与
え
る
使
用
者
に

つ
い
て
は
適
用
し
な
い
）。

○ 

時
間
外・休
日
及
び
深
夜
の
割

増
賃
金（
第
37
条
）

　

使
用
者
が
、労
働
時
間
を
延
長
し
、又

は
休
日
に
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て

は
、そ
の
時
間
又
は
そ
の
日
の
労
働
に
つ

い
て
は
、通
常
の
労
働
時
間
又
は
労
働
日

の
賃
金
の
計
算
額
の
2
割
5
分
以
上
5

○ 

退
職
時
等
の
証
明（
第
22
条
第

4
項
）

　

労
働
者
が
、退
職
の
場
合
に
お
い
て
、

使
用
期
間
、業
務
の
種
類
、そ
の
事
業
に

お
け
る
地
位
、賃
金
又
は
退
職
の
事
由

（
退
職
の
事
由
が
解
雇
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、そ
の
理
由
を
含
む
）に
つ
い
て
証
明

書
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、使
用

者
は
、遅
滞
な
く
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

○ 

労
働
時
間（
第
32
条
）

　

使
用
者
は
、労
働
者
に
、休
憩
時
間
を

除
き
1
週
間
に
つ
い
て
40
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。ま
た
、使

用
者
は
、1
週
間
の
各
日
に
つ
い
て
は
、

労
働
者
に
休
憩
時
間
を
除
き
1
日
に
つ

い
て
8
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
は

な
ら
な
い（
た
だ
し
、変
形
労
働
時
間
制

等
の
例
外
あ
り
）。

○ 

休
憩（
第
34
条
）

　

使
用
者
は
、労
働
時
間
が
6
時
間
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
45

分
、8
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は

少
な
く
と
も
1
時
間
の
休
憩
時
間
を
労

働
時
間
の
途
中
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

　

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
か
ら「
労
働
基
準
法
と

か
っ
て
罰
則
が
あ
る
の
？
」と
聞
か
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
数
回
に
分
け

て
、罰
則
に
つ
い
て
特
に
知
っ
て
お
い
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
を
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

労
働
基
準
法
に
お
い
て

定
め
ら
れ
て
い
る
罰
則

　

違
反
し
た
場
合
に
6
ヵ
月
以
下
の
懲

役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
る

も
の（
第
1
1
9
条
）

○ 

解
雇
の
予
告（
第
20
条
）

　

使
用
者
は
、労
働
者
を
解
雇
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、少
な
く
と
も
30

日
前
に
解
雇
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。30
日
前
に
予
告
を
し
な
い
使
用
者

は
、30
日
分
以
上
の
平
均
賃
金
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
た
だ
し
や
む
を
得

な
い
事
由
等
の
例
外
あ
り
）。

に
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
、調
査
を

終
え
て
過
誤
の
あ
る
こ
と
が
明
白
と

な
っ
た
時
に
、賠
償
責
任
の
度
合
い
に

応
じ
て
返
還
す
る
こ
と
を
確
実
に
伝

え
て
下
さ
い
。医
療
機
関
と
し
て
は
誤

魔
化
す
つ
も
り
で
は
な
く
、過
誤
が
な

い
限
り
結
果
の
如
何
を
問
わ
ず
、健
康

保
険
法
74
条【
一
部
負
担
金
】で
医
療

費
は
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
、併
せ
て
伝
え
れ
ば
よ
り
説
得

力
も
増
す
で
し
ょ
う
。「
○
○
さ
ん
の

お
気
持
ち
は
十
分
理
解
で
き
ま
す
が
、

と
に
か
く
法
律
違
反
を
す
る
訳
に
は

い
か
な
い
の
で
す
。後
の
こ
と
は
き
ち

ん
と
整
理
し
て
、必
ず
医
療
機
関
と
し

て
の
見
解
を
お
伝
え
し
ま
す
の
で
、取

り
敢
え
ず
で
も
医
療
費
を
お
預
け
い

た
だ
け
ま
せ
ん
か
」と
お
願
い
し
て
み

る
の
も
、あ
な
が
ち
無
駄
と
も
限
り
ま

せ
ん
。実
際
に
多
く
の
医
療
機
関
で
そ

の
よ
う
に
対
応
し
て
、何
と
か
医
療
費

を
徴
収
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。僅

か
な
医
療
費
だ
か
ら
ま
あ
い
い
か
、と

軽
ん
じ
る
こ
と
な
く
、患
者
さ
ん
の
不

平
・
不
満
に
は
金
銭
で
な
く
、き
ち
ん

と
医
療
・
医
学
的
に
応
え
て
い
く
の

が
、医
療
機
関
側
の「
誠
意
」と
な
り
得

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。医
療
費

即
ち
診
療
報
酬
は
、決
し
て「
成
功
報

酬
」で
は
な
い
の
で
す
。

※
京
都
保
険
医
新
聞
第
2
8
1
7

号（
2
0
1
2
年
4
月
5
日
）、
第

2
8
1
8
号（
2
0
1
2
年
4
月
20

日
）よ
り

療
消
費
者
」と
し
て
の
権
利
意
識
な

の
で
し
ょ
う
。医
療
従
事
者
の
方
な

ら
ば
お
気
づ
き
と
思
い
ま
す
が
、こ

の
患
者
さ
ん
は
医
療
を
他
の
サ
ー
ビ

ス
業
と
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
見

当
違
い
を
し
て
い
ま
す
。医
療
に
は

他
の
職
種
に
類
を
見
な
い
特
殊
性
が

あ
り
ま
す
し
、法
的
に
み
て
も
医
療

行
為
の
結
果
を
保
証
す
る
請
負
契
約

を
、医
療
機
関
側
と
患
者
さ
ん
側
で

取
り
交
わ
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
の

で
す
。医
療
機
関
側
の
す
べ
き
こ
と

は
あ
く
ま
で
患
者
さ
ん
を
診
療
す
る

こ
と
で
、医
の
倫
理
や
医
師
個
人
の

信
念
は
別
と
し
て
、完
治
さ
せ
る
と

こ
ろ
ま
で
は
法
的
義
務
が
な
い
の
が

現
実
で
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら

も
、結
果
の
良
し
悪
し
や
患
者
さ
ん

の
満
足
度
で
、医
療
費
免
除
の
要
求

に
応
え
る
の
は
不
適
切
な
こ
と
な
の

で
す
。ま
た
、患
者
さ
ん
が
医
療
費
免

除
の
み
で
納
得
す
る
か
否
か
も
、そ

の
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。医
療

費
免
除
を
了
承
し
た
ら
、そ
こ
か
ら

更
な
る
要
求
が
出
さ
れ
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、実
際
に
患
者
さ
ん
か
ら

医
療
費
支
払
い
を
拒
否
さ
れ
た
場
合

の
対
処
法
で
す
が
、先
ず
は
諦
め
ず

に
請
求
書
を
必
ず
作
成
・
保
存
し
て
お

い
て
下
さ
い
。そ
れ
か
ら
、医
療
過
誤

の
有
無
の
確
認
と
な
り
ま
す
が
、何
度

も
言
う
よ
う
に
、そ
の
時
点
で
明
ら
か

し
て
も
、医
療
機
関
側
が
医
療
過
誤
を

認
め
た
と
患
者
さ
ん
が
主
張
し
て
き

た
時
に
は
、論
理
的
な
反
論
が
困
難
と

な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で（
医
療
過
誤
が
明
白
に
な
っ

て
い
な
い
場
合
は
特
に
）少
し
で
も
早

く
穏
便
に
こ
と
を
済
ま
せ
た
い
、と
医

療
費
免
除
を
申
し
出
る
こ
と
は
控
え

て
、ま
ず
は
因
果
関
係
な
ど
医
療
・
医

学
的
調
査
を
す
る
こ
と
を
患
者
さ
ん

に
伝
え
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

「
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
何
も
そ
こ
ま

で
」と
思
わ
れ
る
こ
と
も
多
分
に
あ
る

と
予
想
さ
れ
ま
す
が
、協
会
の
経
験
か

ら
い
う
と
、そ
の
発
想
こ
そ
が
予
想
外

の
紛
争
拡
大
を
招
く
要
因
と
な
る
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。

（
58
）医
療
費
免
除
を
要
求
さ
れ
た
ら

　

診
療
の
結
果
に
満
足
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
、患
者
さ
ん
の
方
か
ら

医
療
費
免
除
を
要
求
し
て
く
る
こ
と

も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。患
者
さ

ん
の
中
に
は「
世
間
一
般
の
常
識
と

し
て
、お
金
を
払
っ
て
不
良
品
を
買

わ
さ
れ
た
り
、修
理
に
出
し
た
も
の

が
直
ら
な
か
っ
た
ら
返
金
し
て
貰
う

の
が
当
た
り
前
で
し
ょ
う
」と
仰
る

方
も
い
る
よ
う
で
す
。い
わ
ゆ
る「
医

（
57
）「
な
ら
ば
医
療
費
は
結
構
で
す
」

こ
の
一
言
こ
そ
が
医
事
紛
争
の
ス

タ
ー
ト
で
す
！

　

治
療
結
果
が
予
想
外
に
悪
か
っ
た

場
合
、患
者
さ
ん
は
医
療
過
誤
を
疑
っ

て
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
て
く
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。患
者
さ
ん
の
勢
い
に
負

け
、医
療
機
関
側
は
説
明
を
巧
く
で
き

な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。そ
の
よ

う
な
時
に「
そ
こ
ま
で
仰
る
な
ら
ば

分
か
り
ま
し
た
。医
療
費
は
い
た
だ
き

ま
せ
ん
の
で（
そ
れ
で
納
得
し
て
下
さ

い
）」と
言
わ
れ
る
医
療
機
関
が
時
々

見
ら
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
な
発
言
を
す

る
の
は
医
師
だ
け
で
な
く
、看
護
部
長

や
事
務
責
任
者
な
ど
の
場
合
も
あ
る

よ
う
で
す
。そ
れ
が
誰
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、決
し
て
適
切
な
発
言
と
は
い
え

な
い
よ
う
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、医
療
機
関
側
か
ら
す

れ
ば
、や
む
を
得
ず
と
い
う
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
が
、「
医
療
費
を
免
除
す
れ

ば
患
者
さ
ん
は
納
得
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
、こ
れ
で
終
わ
り
に
し
て
く
れ
る

は
ず
だ
」と
い
う
発
想
が
背
景
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
が
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。患
者
さ
ん
か
ら

す
れ
ば「
お
金
を
問
題
に
し
て
い
る
の

で
は
な
い
」と
い
う
こ
と
で
一
層
逆
上

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
が
、そ
れ

以
上
に「
う
や
む
や
に
さ
れ
た
」と
感

じ
る
方
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。ま

た
、医
療
費
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と

は
、即
ち
医
療
過
誤
を
認
め
た
と
解
釈

さ
れ
が
ち
で
す
。患
者
さ
ん
が
一
旦
そ

う
思
い
込
め
ば
、当
然
の
ご
と
く
医
療

費
免
除
の
み
で
、こ
と
は
済
ま
な
く
な

り
ま
す
。

　

要
す
る
に
医
療
費
免
除
を
、医
療
機

関
側
は「
こ
れ
で
終
わ
り
」と
す
る
手

段
と
捉
え
て
い
る
一
方
で
、患
者
さ
ん

は
逆
に「
こ
れ
か
ら
始
ま
り
」と
認
識

す
る
の
で
す
。こ
の
両
者
の
認
識
の
違

い
こ
そ
が
、医
事
紛
争
の
発
端
と
な
る

こ
と
が
極
め
て
多
い
様
子
が
窺
わ
れ

ま
す
。第
三
者
的
に
見
て
も
、医
療
費

を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、賠
償
金

の
一
部
を
支
払
っ
た
と
解
釈
で
き
ま

す
。従
っ
て
、京
都
府
保
険
医
協
会
と

雇用問題等Ｑ＆Ａ
面接・雇用から
採用・退職まで83
面接・雇用から
採用・退職まで83

労
働
基
準
法
等
の
罰
則
に
つ
い
て
①

算
し
て
6
ヶ
月
間
継
続
勤
務
し
、全
労
働

日
の
8
割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対

し
て
、継
続
し
ま
た
は
分
割
し
た
10
労
働

日
の
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

○ 

監
督
機
関
に
対
す
る
申
告（
第

1
0
4
条
2
項
）

　

事
業
場
に
、こ
の
法
律（
労
働
基
準
法
）

又
は
こ
の
法
律
に
基
い
て
発
す
る
命
令

に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、労
働
者
は
、そ
の
事
実
を
行
政
官

庁
ま
た
は
労
働
基
準
監
督
官
に
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

使
用
者
は
、前
項
の
申
告
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、労
働
者
に
対
し
て
解
雇

そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
特
定
社
会
保
険
労
務
士・白
鷺
克
憲
）

　

カ
レ
ー
や
キ
ム
チ
の
あ
の
辛
さ

は
、カ
プ
サ
イ
シ
ン
を
主
成
分
と

す
る
唐
辛
子（
日
本
名
）で
あ
る
。

こ
れ
が
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル

に
よ
り
中
南
米
か
ら
イ
ン
ド
、日

本
、韓
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は

16
世
紀
以
後
で
あ
る
。韓
国
の
宮

廷
料
理
の
レ
シ
ピ
に
登
場
す
る
の

は
日
本
の
記
載
よ
り
あ
と
な
の

で
、日
本
経
由
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

日
本
で
は
当
時
よ
り
馴
染
め

ず
、近
世
ま
で
は
せ
い
ぜ
い
少
量

を
漬
物
・
キ
ン
ピ
ラ
・
う
ど
ん
に
用

い
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。

　

唐
辛
子
の
な
か
っ
た
16
世
紀
以

前
の
カ
レ
ー
や
キ
ム
チ
は
、は
た

し
て
今
の
よ
う
に
辛
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。さ
て
、そ
の
味
は
？

　
「
な
ぜ
？
お
し
え
て
」
へ
の

解
答
や
ご
意
見
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
8
2
・

2
6
2
・
5
4
2
7
）
ま
た
は

メ
ー
ル
（
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
＠
ｈ
ｉ
ｒ

ｏ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
‐
ｈ
ｏ
ｋ
ｅ
ｎ

ｉ
．
ｊ
ｐ
）
ま
で
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

な
ぜ
？
お
し
え
て
⑤ 

昔
の
カ
レ
ー

や
キ
ム
チ
は
ど
ん
な
味
？

ペ
ン
ネ
ー
ム
・
Ｎ
（
広
島
市
中
区
）

『医療安全を
身につけるために』

　京都府保険医協会
の経験を蓄積して作
成した完全オリジナ
ル、従業員研修にも
活用いただけます。

1セット（3枚組全305分）　定価10,000円
広島協会会員価格　7,000円　（税込・送料別）

DVD販売中

医療安全研修にご活用下さい!
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2
0
1
4
年
3
月
11
日（
火
）に
第

19
期
第
10
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ

た
。

【
主
な
協
会
の
諸
会
議
お
よ
び
行
事

等
の
報
告
】

（
2
0
1
4
年
2
月
13
日
～
2
0
1
4

年
3
月
11
日
）

・
2
月
13
日（
木
）広
島
、19
日（
水
）福

山
、2
0
1
3
年
度
医
業
税
務
研
究

会
。講
師
は
協
会
顧
問
公
認
会
計
士

の
中
間
信
一
先
生
。

・
2
月
17
日（
火
）広
報
文
化
部
会
。主

張
案
、紙
面
企
画
案
等
を
検
討
。

・
2
月
21
日（
金
）第
3
2
7
回
歯
科

幹
事
会
。今
年
度
の
歯
科
行
事
、審

査
・
指
導
等
改
善
対
策
、歯
科
を
め
ぐ

る
政
策
課
題
に
つ
い
て
検
討
。

・
2
月
24
日（
月
）第
2
4
1
回
医
科
社

保
学
術
部
会
。保
険
請
求
等
Ｑ
＆
Ａ
、

納
得
で
き
な
い
査
定（
減
点
）・
返
戻
事

例
検
討
、審
査
改
善
対
策
、2
0
1
4

年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
、今
年

度
の
協
会
行
事
等
の
検
討
。

・
2
月
25
日（
火
）Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
早
期

妥
結
を
許
さ
な
い
街
頭
宣
伝
行
動
。

・
2
月
25
日（
火
）総
務
財
政
部
会
。医

療
運
動
対
策
、各
部
の
活
動
と
対
策
、

行
事
・
会
議
予
定
等
の
確
認
。

・
3
月
4
日（
火
）2
0
1
4
年
度
保

険
医
年
金
前
半
期
募
集
・
生
保
打
ち

合
わ
せ
会
議
。

・
3
月
4
日（
火
）第
1
4
9
回
歯
科

社
保
対
策
部
会
。点
数
等
Ｑ
＆
Ａ
、審

査
改
善
・
指
導
改
善
対
策（
指
摘
事
項

検
討
等
）、2
0
1
4
年
度
診
療
報
酬

改
定
対
策
。

・
3
月
8
日（
土
）歯
科
・
院
内
感
染
対

策
研
修
会
。講
師
は
吉
賀
浩
二
先
生

（
た
か
の
橋
中
央
病
院
・
歯
科
口
腔
外

科
）。

【
協
議
事
項
】

①
当
面
の
医
療
運
動
対
策

　

診
療
報
酬
改
定
対
策
と
し
て
、医

科
・
歯
科
改
定
内
容（
改
善
点
・
問
題

点
）を
検
討
。医
療
・
社
会
保
障
制
度

改
悪
へ
の
対
応
と
し
て
、ク
イ
ズ
ハ

ガ
キ
の
準
備
を
確
認
。ま
た
、Ｔ
Ｐ
Ｐ

交
渉
の
早
期
妥
結
を
許
さ
な
い
取
り

組
み
と
し
て
、内
閣
お
よ
び
国
会
議
員

に
Ｆ
Ａ
Ｘ
要
請
実
施
を
報
告
。特
定
秘

密
保
護
法
成
立
を
受
け
て
の
取
り
組

み
と
し
て
、請
願
署
名
に
取
り
組
む
こ

と
を
決
定
。福
島
原
発
事
故
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
転
換
に
向
け
た
取
り
組

み
と
し
て
、寄
稿
集「
原
発
よ
り
も
命

の
海
を
」完
成
記
者
発
表
の
段
取
り
を

確
認
。

②
総
務
・
財
政

　

定
期
総
会
議
案
書
・
2
0
1
4
年

度
活
動
方
針
の
骨
子
案
を
検
討
。そ

の
他
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
、職
員
の
採
用
・
退
職
等
に
つ
い

て
確
認
。

③
協
会
行
事

　

医
科
・
歯
科
新
点
数
検
討
会
の
担

当
お
よ
び
医
科
第
二
次
新
点
数
検
討

会
の
開
催
を
確
認
・
決
定
。2
0
1
4

年
度
患
者
応
対
セ
ミ
ナ
ー
各
会
場
の

担
当
を
確
認
・
決
定
。

　

2
0
1
3
年
10
月
に
、今
回
の
消

費
税
5
％
か
ら
8
％
へ
の
増
税
を

前
に
し
て
、1
万
円
を
給
付
す
る
対

象
家
庭（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）が

2
4
0
0
万
人
と
報
じ
ら
れ
た
。消
費

税
が
導
入
さ
れ
た
1
9
8
9
年
と
、税

率
が
3
％
か
ら
5
％
へ
と
引
き
上
げ

ら
れ
た
1
9
9
7
年
に
も
実
施
さ
れ

て
い
る
。そ
の
対
象
者
は
、そ
れ
ぞ
れ

5
6
3
万
人
と
8
9
0
万
人
で
あ
っ

た
。今
や
こ
れ
が
2
4
0
0
万
人
へ
と

増
大
し
た
。人
口
の
20
％
強
が
経
済
的

弱
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。主
張
で

は
、障
害
者
総
合
支
援
法
の
問
題
を
取

り
上
げ
た
。か
つ
て
措
置
の
対
象
で

あ
っ
た
も
の
が
、応
益
負
担
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。�

（
Ｏ
）

編
集
後
記

行
事
案
内
は

1
、2
面
に
も
掲
載

201４年度 患者応対セミナー201４年度 患者応対セミナー

藤島　久美子　氏

中　可子　氏

　

上
記
の
「
よ
ろ
ず
法
律 

税
務 

労

務
」
相
談
は
随
時
受
付
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
ご
相
談
の
希
望
日
時
に
つ

き
ま
し
て
は
各
助
言
者
の
都
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
必
ず
協
会
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

日
時
の
調
整
に
つ
い
て
は
協
会
で

行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

「
よ
ろ
ず
法
律 

　
　
　

税
務 

労
務
」

　

ご
利
用
に
つ
い
て

10
19

第29回保団連医療研究集会
北の大地で考えよう 食の安全と命の安心

日　時：2014年9月13日（土）16：00 ～ 21：00
　　　　　　　 9月14日（日）　9：00 ～ 15：30
会　場：札幌パークホテル
　　　　札幌市中央区南10条西3丁目　
　　　　TEL　011－511－3131
9月13日（土）
○記念講演「医療と人道『国境なき医師団』の現場から」
　講　師：池澤 夏樹氏（小説家・詩人）
○全国共同調査結果発表、レセプションほか
9月14日（日）
○分科会・ポスターセッション・市民公開シンポジウム
　「在宅医療・介護」「医科・歯科診療の研究と工夫」など6分科会、3つのシ

ンポジウムなど企画多数
参加対象：医師、歯科医師、コ・メディカル、コ・デンタルなど
※参加のお申込み、また、演題募集方法、参加費等の詳細については、協
会事務局までご連絡ください。なお、演題募集応募の最終締切は2014年
5月31日（金）です。

分科会・
ポスターセッション

演題募集


